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11．提言 
 
１．多言語での情報提供の必要 

自治体のサイトでは、一部の情報は多言語になっているものの、生活、法律、子育てなど

の住民向け情報の多言語化が十分でなく、また対応できる言語は限られている。在留者数が

多いにも関わらず、彼（女）らの母語での情報提供がなされていない場合もある。 
ＤＶ相談について多言語で広く周知することが必要である。紙媒体のほか、ウェブサイト

など周知することも効果的である。 
 
２．多言語での相談体制の必要 

自治体のＤＶ相談で、外国人ＤＶ被害者の母語で相談できる体制を整備することが必要

である。 
特に身近な相談となる電話相談について、県・市町 DV 相談において、外国人が母語で相

談できるところがなく、ニーズから見ても他県からみても不十分である。県に１本でよいの

で、外国語で DV 相談ができる電話相談があることが望ましい。そのためには、在住外国人

の法制度的位置だけでなく、DV に関する知識を有した相談対応者と研修が必要である。 
 電話相談だけでなく、対面的な相談においても、相談者と支援者の情報・意思疎通に齟齬

がなく、また安心して相談できるように、日本語ができるように見受けられる相談者であっ

てもできるだけ通訳を同席させることが望ましい。通訳にも DV に関する知識・研修および

情報管理の徹底と守秘義務体制が必要である。 
すべての自治体が希少言語についても通訳者を確保することは困難なので、県のコーデ

ィネートにより、通訳者のリストを作成して相互に利用できるようにすること、予算を確保

することなど、運用体制を整えることが望ましい。通訳者の確保が難しい自治体では、自治

体窓口でスカイプを利用して遠隔地にいる通訳者と相談者とで話してもらう等、通訳者の

負担軽減策の検討も必要である。 
 通訳者、外国人相談員に対するＤＶ研修、女性（婦人）相談員に対する外国人研修の実施、

それらを合同でおこなって関係を構築するなど、相互に乗り入れた研修体制の定例化も提

案する。外国人 DV 被害者対応マニュアルを作成し、基礎的な情報について相談対応・支援

者が共有することが必要である。 
 
３．同行・訪問支援 
 相談支援の継続性は、被害者との信頼関係を築くとともに、被害者の状況を把握するのに

有用である。窓口対応、電話対応のみの体制では、相談対応・支援者が輪切りになってしま

うから、相談対応・支援者が必要に応じて職場を離れて、訪問したり同行できることが望ま

しい。DV 被害者の保護については、県、基礎自治体それぞれの所管があるが、被害者にと

ってできるだけワンストップで対応できることが必要だ。 
 通訳者、相談員の連携がより必要となるため、コーディネートを担う部署・人材が必要で

ある。このノウハウについて、他の自治体に研修に出向くことも有用だろう。 
 
４．外国人 DV 被害者を想定したネットワークの必要 
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 DV ネットワークの創設が推進されているが、外国人 DV 被害者が想定されていないため

に、DV ネットワークに入っていない。また自治体レベルの官民の定例意見・情報交換会を

開設し、外国人の相談に関わる機関も加わることが望ましい。司法専門家、子どもや教育に

関する機関、コミュニティなどを交えた定例的な関係機関会議も継続が望ましい。 
 
５．一時保護、自立支援体制の強化 
 一時保護、母子生活支援施設や婦人保護施設などの施設利用においても、多言語で、外国

人特有の情報（在留ビザの手続き、離婚について、社会保障など）が提供されることが必要

だ。 
 女性であること、外国人であることの複合的な困難があり、就労や居住が難しく、自立に

は特に支援が必要である。心の支援、居住や就労の支援、子どもの転校などに伴う教育支援

など、有機的な支援体制を求めたい。 
 

（白井千晶 静岡大学／高畑幸 静岡県立大学） 
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終わりに 
 
 2014 年 2 月に「外国人女性支援研修会」を実施してから、定例の連絡会議を開催するよ

うになり、現状把握の必要性から、助成金の交付を受けて、各所にヒアリング調査、アンケ

ート調査を実施してきた。 
 当初は、女性のＤＶ被害と外国にルーツをもつ人の支援というふたつの知識を持つ現場

の支援者、支援の見立てと計画を作成できるコーディネーターを養成し、次年度以降も継続

できるようプログラムを構築することが目的の一つに掲げていた。研修プログラムについ

ては、静岡県女性相談センター、静岡県国際交流協会、研究教育者が協働で、外国人相談員

や外国人アドバイザー、女性（婦人）相談員合同で研修を実施し、プログラム構築の模索が

できたと考えられる。研修の過程で、多言語相談票の作成、ワークブックの作成など、アイ

ディアもあがってきた。一方で、同行支援を想定したコーディネーターの養成は延期せざる

を得なかった。モデル事業として同行支援が県下の一部で実施される予定がなければ、具体

的な地域、組織、担当者を念頭に置くことが難しかったからである。 
 他の都道府県をみても、同行支援は、DV 被害者支援の要になるのではないかと研究代表

者は考えている。それは電話相談から、対面的な窓口対応へ、そして同行支援へと移行する

ことにより、より継続的、伴走的、ケース対応的、支援的で、できるだけワンストップで複

合的な課題に対応できる相談支援体制ができるからである。また、同行支援を実施しようと

すると、相談機関、支援機関の連携、情報共有、分担の体制が必然的に作られることになる。

加害者からの追跡や暴力などの危険があり、言語や法的地位などの課題を抱えている外国

人 DV 被害女性に対しては、被害者が自ら模索しながら窓口を回るのではなく、言語や文

化、法制度、各種情報を翻訳できる同行者が継続的に支援できることが望ましいだろう。 
 しかし、一足飛びに外国人女性に特化して同行支援事業をおこなうのではなく（日本人女

性にも同行支援は事業化していない）、まずは①外国人 DV 被害女性の相談対応に関する研

修、②多言語案内の作成、③通訳など現在の社会的資源の活用をテーマにした関係機関会議

の開催、をおこない、その過程で、同行支援についても、検討できるのが望ましいと考える

に至った。今年度、①②③すべてに取り組むことができたのは、共同研究者、連携機関をは

じめ、多くの方々の協力、関心のおかげであり、深く感謝申し上げる。 
 この種を大切に育て、少しでも当事者が幸せになること、またこれを端緒に外国人を問わ

ず DV 被害者相談支援がよりよい方向に向かうことを願っている。 
 
2016 年 2 月 

静岡大学 白井千晶 
 
本報告書は「ふじのくに地域・大学コンソーシアム学術研究助成を受けて作成した。 
本報告書執筆者は、各章節の末尾に記した。 
白井千晶（静岡大学）／高畑幸（静岡県立大学）／太田貫（静岡県立大学大学院）／出野由

利香（静岡県立大学大学院）ほか研究協力者 
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